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事案の概要

　　　　

本件は、 原告が、被告との間で行った取引所株価指数証拠金取引及び商品関
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り、 合理的な取引である。

　　

さらに、 同年３月 ２５日の同枚数両建は、 証拠金不足のため必要証拠

　

金を減らしつつ、．相場観も不透明であったことから両建としたものであ
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．
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．
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．
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り、 同月 ２８日の両建の同時仕切りは、．金標準の証拠金価格が上昇する

　

ことが分かったため、 必要証拠金を減らし証拠金不足を回避する目的で

　

行ったものであり、 いずれも合理的な取引，である。
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なお、 山田は、 本件取引 員こついて、 原告が両建の同時仕切りを行う
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際、原告に対し、建玉整理の方法を伝えたが、最終的に＼建玉整理の方
・
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法を用いず通常通りの方法で決済することを選択したのは原告である。
．
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防） 以上からすれば、 被告従業員の勧誘に過当取引の違法はない。
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したがって、 被告従業員の勧誘に違法性はなく、 被告が不法行為責任を

　　　　　

負うことはない。
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．（２） 争点２ （過失相殺） について

　　　　　

（被告の主張）
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被告は、 原告に対し、 同人から注文を受けて取引が成立したときに 「取

　　　　　

引，報告書」、 毎月末現在で 「取引残高報告書」・、 各年度全体における損益を

　　　　　

，示した 「損益証明書」 を送付しており、 これらの書類をみれば、 自らの損

ｏ

　　　　　　

失状況を容易に理解することができたにもかかわらず、 取引を継続した。
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また、 本件取引２は開始から約２力）月後の令和３年１０月１．４日に約５
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０４万円の損失が発生し、 以後、 累計損益はマイナスのままであったが、

　　　　　

原告は、．本件取引１の開始時において４０億円以上の売上げがあった
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の専務取締役で会社のナンバー２であったこと、 原告の職務内容は
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の製造管理であり、 契約という行為の重要性も理解していたこと、 本件

　　　　

．
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各取引の開始時における原告の被告に対する取引への理解度に係る申告

　　　　　

状況からすれば、早期に取引を中止するという合理的判断を行うことがで

　　　　

・ きたにもかかわらず、 原告は漫然と取引を継続した。
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さらに、 原告は、 本件各取引後に、 原告の長女、 山田、 被告池袋支店次
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，長との間で面談を行った際、 本件各取引が自己責任であることを十分に正

　　　　　

しく認識していた。
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以上からすれば、 本件の不法行為に基づく損害の発生には原告の重大な
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過失があ，るから、 大幅な過失相殺がなされるべきである。

　　　　　

（原告の主張）
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本件は、被告又は被告従業員が業として行った故意による不法行為であり、
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被害者である原告に発生した損害の大半が加害者である被告に帰属している
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という．事情を考慮すれば、 仮に、 原告に何らかの過失がありたとしても、 こ
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（３） 争点３ （損害） について

　　　　　

（原告の主張）
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２ ９３万４０７０万円である。

　　　　　

（被告の主張）
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当裁判所の判断

　　　

１ 認定事実
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〕 内に摘示‐した。）。
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（１） 原告の経歴等
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原告は、 昭和２２年生まれの男性であり、 が創立された昭和５
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る株式会社であり

　

同社における原告の業務は、 主として同社製品の出荷

　　　　　　

の管理であった。 （甲３４
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引の経験はなかった。 （甲１０、 ３４ 〔１〕、原告本人 〔・１〕）
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｛２） 本件取引 日こ係る経緯
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山田は、 令和３年６月１．日、 原告に架電し＼

　

原告に対し、 ＣＦＤ取引の．

１５



勧誘を行うことの許可を求めたところ、 原告がこれを承諾したため、 同月

３日に原告と面談を行うこととした。（甲３４，〔１〕、
．乙３９〔１〕、：原告本

，人 〔１、 ２〕、
．証人山田 〔３、 ４〕・）
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